
随意契約 令和5年11月15日 維持管理課 北島～西蔵前丁配水管撤去工事 2,250,000 円 0 円 令和5年11月18日 から 2,200,000 円

土木工事業 13:30 23100046 和歌山市西蔵前丁地内外 115 日 0 円 令和6年3月11日 まで 97.78 ％

随意契約 令和5年11月15日 維持管理課 
北島～西蔵前丁工業用水道配水管撤
去工事

2,940,000 円 0 円 令和5年11月18日 から 2,900,000 円

土木工事業 14:00 23100047 和歌山市西蔵前丁地内外 125 日 0 円 令和6年3月21日 まで 98.64 ％
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工事種別



様式第１号の２ （当初契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３１０００４６号

工 事 名 北島～西蔵前丁配水管撤去工事

工 事 概 要
撤去工　φ300　L= 20.5 m
充填工　φ300　L= 20.0 m

随意契約の理由

　本工事は、和歌山市西蔵前丁地内外において近畿地
方整備局和歌山河川国道事務所発注の河西橋橋台新設
工事に伴うφ300㎜既設配水管を撤去するものである。
　本工事施工にあたり、一級河川である紀の川の堤防
内での工事のため綿密な工程調整が必要であること。
また橋台新設工事の施工範囲内においては、撤去工の
掘削箇所の埋戻し工及び舗装復旧工が不要となり、本
工事の工事費が削減できる。
　これらのことにより地方公営企業法施行令第２１条
の１４第１項第６号を適用し、河西橋橋台新設工事の
受注者である、和歌山県和歌山市小松原三丁目６９番
地　株式会社淺川組　取締役社長　西口　伸にて契約
致したい。



様式第１号の２ （当初契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３１０００４７号

工 事 名 北島～西蔵前丁工業用水道配水管撤去工事

工 事 概 要
撤去工　φ400　L= 20.5 m
充填工　φ400　L= 20.0 m

随意契約の理由

　本工事は、和歌山市西蔵前丁地内外において近畿地
方整備局和歌山河川国道事務所発注の河西橋橋台新設
工事に伴うφ400㎜既設工業用水道配水管を撤去するも
のである。
　本工事施工にあたり、一級河川である紀の川の堤防
内での工事のため綿密な工程調整が必要であること。
また橋台新設工事の施工範囲内においては、撤去工の
掘削箇所の埋戻し工及び舗装復旧工が不要となり、本
工事の工事費が削減できる。
　これらのことにより地方公営企業法施行令第２１条
の１４第１項第６号を適用し、河西橋橋台新設工事の
受注者である、和歌山県和歌山市小松原三丁目６９番
地　株式会社淺川組　取締役社長　西口　伸にて契約
致したい。


